
令和５年度碧南市交通安全都市推進協議会 次第 

 

              日時：令和５年４月１９日(水) 

午前１０時より       

                場所：碧南市役所 会議室１ 

 

１ あいさつ 

 (1) 碧南市交通安全都市推進協議会会長（碧南市長） 

  

(2) 碧南警察署長 

 

２ 協議事項 

 

(1) 令和４年度事業報告および決算について              ［資料１］ 

 

 

(2) 令和５年度事業計画および予算について              ［資料２］ 

 

 

(3) 令和５年度碧南市交通安全市民運動について            ［資料３］ 

 

 

(4) 令和５年度交通事故死ゼロの日について              ［資料４］ 

 

３ 報告 

 

 (1) 交通事故発生状況（令和４年中）                  ［資料５] 

    

 

 

４ その他 
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会長 碧　南　市　長　

副会長 碧南交通安全協会長　 鈴木　泰博
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委員 碧南商工会議所会頭 長田　和徳

委員 碧南市教育長 生田　弘幸

委員 愛知県知立建設事務所　道路整備課長 中谷　俊一

監事 碧南市老人クラブ連合会副会長 伊藤　幹彦

委員 愛知県自転車モーター商協同組合碧南高浜支部長 杉浦　洋

委員 碧南市幼児交通安全クラブ連絡協議会会長 山口　真子

委員 碧南市連絡委員新川地区正幹事 渡邊　寛人

監事 碧南市連絡委員中央地区正幹事 鈴木　修

委員 碧南市連絡委員大浜地区正幹事 石川　三成

委員 碧南市連絡委員棚尾地区正幹事 井上　浩之

委員 碧南市連絡委員旭地区正幹事 杉浦　光

委員 碧南市連絡委員西端地区正幹事 鳥居　高彦

委員 碧南警察署交通課長 角谷　望

委員 碧南市福祉こども部長 深津　広明

委員 碧南市健康推進部長 山田　昌宏

委員 碧南市建設部長 黒田　敏裕

委員 碧南市教育部長 岡崎　康浩

委員 碧南市市民協働部長 杉浦　智彦

顧問 碧南警察署長 稲垣　賀史

令和５年度　碧南市交通安全都市推進協議会委員名簿　（敬称略）



 

（１）令和４年度 事業報告および決算について 

１．事業報告 

時  期 事  業  内  容 

4/6(水)～4/15(金) ★春の交通安全運動 

4/20(水) 碧南市交通安全都市推進協議会 総会 

5/19(木)    碧南市交通安全都市推進協議会 地域部会全体会議 

7/11(月)～7/20(水) ★夏の交通安全運動 

7/21(木) 令和４年度子ども自転車愛知県大会 

9/21(水)～9/30(金) ★秋の交通安全運動 

11/11(金) 高齢者交通安全大会 

11/17(木) 高齢者自転車愛知県大会 

12/1(木)～12/10(土) ★年末の交通安全運動 

2/15(水) 令和５年碧南市交通安全市民大会 

    交通少年団 

時  期 事  業  内  容 

   ※中止 集合訓練 豊田スタジアム 

幼児交通安全クラブ 

時  期 事  業  内  容 

6/2(木)   幼児交通安全クラブ連絡協議会第１回定例会 

7/5(火)    指導者研修会 チャイルドシート着用実演講習会 

 
9/1(木)   ※中止 幼児交通安全クラブ連絡協議会第２回定例会 

9/29(水)   ※中止 指導者研修会 

10/13(木)   指導者研修会 自転車のただしい乗り方 

11/9(水)   指導者研修会 運転適性検査 

2/10(金) 幼児交通安全クラブ連絡協議会第３回定例会 

以上のほか、各地域部会・交通少年団・幼児交通安全クラブ等でそれぞれ自主的 

な活動を実施 
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２．決算    

 

※利息９円については市へ返納しております。 

 

内　訳 予算額 決算額 内容

交通安全都市推進協議会運営費 160,000 84,092 事務用消耗品　等

交通安全運動推進費 780,000 1,273,940 交通安全啓発用資材等

交通指導委託費 725,000 725,000 交通指導委託

交通少年団活動費 175,000 175,000 小学校交通少年団活動費　等

幼児交通安全クラブ活動費 800,000 545,604
幼児交通安全クラブ活動費
等

交通安全市民大会実施費 100,000 45,214
市民大会受賞者記念品、司会
謝礼　等

高齢者交通安全教室開催費 100,000 0

高齢者自転車大会費 60,000 51,150 大会出場選手用ユニフォーム

※利息 0 9 口座預金利息

計 2,900,000 2,900,009
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（2）令和５年度事業計画および予算について（案） 

１．事業計画 

時  期 事  業  内  容 

4/19(水) 碧南市交通安全都市推進協議会 総会 

5/11(木)～5/20(土) ★春の交通安全運動 

5/19(金)    碧南市交通安全都市推進協議会 地域部会全体会議 

7/11(火)～7/20(木) ★夏の交通安全運動 

7/26(水) 令和５年度子ども自転車愛知県大会 

9/21(木)～9/30(土) ★秋の交通安全運動 

11/10(金) 高齢者交通安全大会 

11/16(木) 高齢者自転車愛知県大会 

12/1(金)～12/10(日) ★年末の交通安全運動 

2/15(木) 令和６年碧南市交通安全市民大会 

    以上のほか、各地域部会・交通少年団・幼児交通安全クラブ等でそれぞれ自主的 

な活動を実施 

 

２．予算    

   ＜収入＞                    ※事業間の流用を認める 

科目 金額 

市委託料 ２，９００，０００ 

   ＜支出＞   

科目 金額 

交通安全都市推進協議会運営費 １６０，０００ 

交通安全運動推進費 ７８０，０００ 

交通指導委託費 ７２５，０００ 

交通少年団活動費 １７５，０００ 

幼児交通安全クラブ活動費 ８００，０００ 

交通安全市民大会実施費 １００，０００ 

高齢者交通安全教室開催費 １００，０００ 

高齢者自転車大会費 ６０，０００ 

合  計 ２，９００，０００ 
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（3）令和５年度「碧南市交通安全市民運動」について 

１ 趣旨 

  一瞬にして尊い命を奪い、平和な暮らしを破壊する交通事故をなくすことは、私たち 
 碧南市民の切実な願いです。 

昨年の愛知県下の交通事故死者数は１３７人で、４年連続全国ワーストワンを返上す

ることができましたが、大阪府に次ぐ全国ワーストツーとなり、碧南市では昨年３人の

方が亡くなられています。 
この運動を通して、人命尊重の理念のもとに、市民一人ひとりが交通ルールを理解し

交通安全意識とマナーを高めることにより、安全で快適な交通社会の実現と交通事故に

よる犠牲者のなお一層の減少を目指します。 
 
２ 実施期間 

  令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
 
３ スローガン 

  ◆ストップ・ザ 交通事故  ～高めようモラル 守ろうルール～ 
  ＜サブスローガン＞ 

◆実践しよう 交通安全スリーS運動 
 
４ 広報重点 

  ◎ ドライバー 画面を見ないで 前を見て 
  ◎ 手を上げよう あなたを守る 意思表示 
  ◎ 手にスマホ 耳にイヤホン 事故のもと 
 
５ 運動重点 

◎ 子どもと高齢者の交通事故防止 
◎ 歩行者・自転車の交通事故防止 
◎ 交通ルールと運転モラルの遵守 
◎ 悪質・危険な運転の根絶 
◎ 後部座席を含むシートベルト全席着用の徹底 

 
６ 主唱 

  碧南市交通安全都市推進協議会 
 

７ 実施機関・団体 

  碧南市・碧南警察署・碧南交通安全協会・碧南高浜安全運転管理協議会・碧南市議会・

碧南市教育委員会・碧南市連絡委員会・碧南市立小中幼ＰＴＡ連絡協議会・ 
碧南市幼児交通安全クラブ連絡協議会・碧南ライオンズクラブ・ 
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  愛知県自転車モーター商協同組合碧南高浜支部・碧南市老人クラブ連合会・ 
女性団体その他関係機関・団体 
 

８ 推進する運動 

  すべての実施機関・団体は、緊密な連携を図りながら、県の運動に準じて活動を進め

ます。 
 

（１）各季の交通安全運動 

  ア 春の交通安全運動    ５月１１日（木）～ ５月２０日（土） １０日間 
  イ 夏の交通安全運動    ７月１１日（火）～ ７月２０日（木） １０日間 
  ウ 秋の交通安全運動    ９月２１日（木）～ ９月３０日（土） １０日間 
  エ 年末の交通安全運動  １２月 １日（金）～１２月１０日（日） １０日間 

・ ア、ウは全国一斉運動 
・ 各運動の重点項目については、県下の交通事故情勢により愛知県交通安全推

進協議会が決定する県民運動の重点項目とします。 
 

（２）交通事故死ゼロの日（毎月１０日・２０日・３０日） 

街頭監視活動、巡回広報を実施（詳細は資料５のとおり） 
 

（３）高齢者の交通事故防止 

本格的な長寿社会を迎え、交通事故による死傷者の高齢者割合が年々増加してい

ます。 
この現状を踏まえ、引続き、特に高齢者の交通安全対策を重点に運動をすすめて

いきます。 

ア 各季の交通安全運動期間 
高齢者が多く訪れる施設や店舗に赴き、高齢者対象の交通安全メッセージを

盛り込んだ啓発品を使用した交通安全啓発活動の実施。 
    イ 公民館における高齢者教室 

交通ルールはもちろんのこと、自転車の安全な乗り方など、実践的な交通教

室を実施。参加者に夜間の交通事故防止のため反射材を配布。 
ウ 交通安全高齢者自転車愛知県大会への参加 

参加を機に、自転車の安全走行および自転車利用時のルールとマナーの習得

に努める。 
    エ 診療所等連携高齢者交通安全啓発 

診療所等と連携し、高齢者を対象に受付にて交通安全ちらしと反射材の配布

を依頼。 
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（４）自転車の安全利用 

   自転車利用者が被害者、加害者となる交通事故が多発しています。各世代に応じ

て自転車の安全利用に関する交通安全教育を推進し、交通ルールの遵守と交通マナ

ーの向上を図ります。 
 

（５）ライト・オン運動（夕暮れ時の前照灯早め点灯運動） 

   日没前後は、下校や買い物、退社等により人や車の交通量が増え、また視認性が 
低下するなど交通事故が多発する危険な時間帯です。 
そこで運転者の視認性の向上とあわせ、歩行者や自転車利用者、対向車に自車の

存在をいち早く知らせるために「ライト・オン運動（夕暮れ時の前照灯早め点灯運

動）」を展開し、夕暮れ時の交通事故防止を図るとともに、歩行者・自転車には「反

射材」の普及を図ります。 
   
点灯時間の目安（日没時間のおおむね１時間前） 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:00 18:00 17:30 17:00 16:30 16:00 16:00 

 
（６）歩行者保護運動 

愛知県では、歩行者の道路横断中の死亡事故が非常に多く発生しています。 
愛知県警察が指定した毎月１０日の「横断歩道の日」に、交差点や横断歩道付近

で、走行車両に対し、歩行者の保護を呼び掛ける啓発活動を実施する等、積極的な

運動を展開します。 

 

（７）全ての座席のシートベルト・チャイルドシートの着用 

シートベルト・チャイルドシートの交通安全上の有効性については実証されてお

りますが、碧南市内で令和４年度に行った調査の平均において、シートベルトでは

運転席・助手席１００％、後部座席８５％と高い水準を占めています。また、チャ

イルドシートについては６６．７％となっております。 
 

   令和４年度に行ったシートベルトの着用調査の平均値 

 
 
 
 

本年度もこの水準が保てるよう、各季の安全運動期間中や高齢者教室、幼稚園保

育園での交通安全教室の際など、様々な機会に着用を呼びかけます。 
 
 （８）反射材着用の普及 

    市役所地域協働課の窓口や市内７公民館での反射タスキの無料配布を行っており

ます。さらに、夜間歩行者に対して直接反射タスキ等の配布をし、その場で着用し

  運転席  助手席 後部座席 チャイルドシート 

碧南市 １００％  １００％ ８５％  ６６．７％ 
愛知県 ９８．７％ ９７．８％ ４９．８％  ７４．５％ 
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ていただく運動の展開を継続します。また、「広報へきなん」やホームページ等を活

用してのＰＲに努めます。 

 
（９）「ながらスマホ」や「あおり運転」の根絶 

    「ながらスマホ」「あおり運転」はともに重大な交通事故につながる危険な行為で

あり、道路交通法においても罰則が強化されていますが、依然として後を絶たず、

重大な社会問題となっています。 
そこで、これらの危険性や罰則の周知等について積極的に啓発活動を行ってまい

ります。 
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（4）令和５年度「交通事故死ゼロの日」について 

１ 趣旨 

  「交通事故死ゼロの日」は、県下一斉活動として、地域の実情に応じた交通安全活動 
 を展開し、交通事故防止を図るものです。 
 
２ 実施主体および実施内容 

  市・警察署・交通安全協会・安全運転管理協議会を主に、地域及び関係機関・団体が

一体となって、早朝における巡回広報活動、街頭監視活動を実施します。 
 

３ 実施日 

月 実    施    日 備     考 

４月 10日(月) 20日(木) 28日(金)  

５月 10日(水) 19日(金) 30日(火) 
★11～20日 春の交通安全運動 

●大監視活動(11日・16日・19日) 

６月 9日(金) 20日(火) 30日(金)  

７月 10日(月) 31日(月)  
★11～20日 夏の交通安全運動 

●大監視活動(11日・14日・20日) 

８月 10日(木) 21日(月) 30日(水)  

９月 11日(月) 20日(水)  
★21～30日 秋の交通安全運動 

●大監視活動(21日・26日・29日) 

10月 10日(火) 20日(金) 30日(月)  

11月 10日(金) 20日(月) 30日(木)  

12月 20日(水) 29日(金)  
★1～10日 年末の交通安全運動 

●大監視活動(1日・6日・8日) 

１月 10日(水) 19日(金) 30日(火)  

２月 9日(金) 20日(火) 29日(木)  

３月 11日(月) 19日(火) 29日(金)  

※四季の交通安全運動期間中は毎日（土・日・祝日を除く）街頭監視活動および巡回

広報を実施する。 
※ゼロの日が、土・日曜又は祝日にあたる場合は、直前又は直後の平日に実施する。 
※   の日（夏・冬・春休み期間中）は、事業は実施しない。 
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４ 地域部会員へ街頭監視活動のお願い 

 

（１）地域部会構成員 

町内会長、市議会議員、交通安全協会交通指導員会、安全運転管理協議会事業所、

老人クラブ連合会、小中学校長、小中ＰＴＡ、幼・保園長、幼・保幼児交通安全ク

ラブ、公民館長 
 
  （２）街頭指導依頼日 年間１０回（下表のとおり） 

街 頭 指 導 日 備      考 
令和５年 ６月 ９日(金) ゼロの日 

７月１０日(月) ゼロの日 

９月１１日(月) ゼロの日 

１０月１０日(火) ゼロの日 

１１月１０日(金) ゼロの日 

１２月 １日(金) 年末の交通安全運動大監視の日 

令和６年 １月１０日(水) ゼロの日 

２月 ９日(金) ゼロの日 

３月１１日(月) ゼロの日 

４月１０日(水) ゼロの日 

    ※子どもたちの安全確保のため、４月（新学期開始）まで街頭指導にご協力

をお願いします。 

 

（３）街頭指導の時間帯 

指導時間帯は、登園・登校時間帯とし、午前７時３０分から概ね１時間を原則

とします。 
ただし、幼稚園・保育園・こども園関係については午前８時からにするなど、

登園時間帯にあわせて実施していただいて結構です。 
 

 （４）その他 

     ・街頭指導の際は、黄色の帽子と腕章を着用してください。 
     ・雨天の場合は、街頭指導は中止します。 
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